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は じ め に 
 

都市計画道路は，都市の骨格の形成，円滑な移動の確保，都市環境や防災，ライフラインの収容など，

都市空間の形成に多様な役割を担っています。市は，都市計画法に基づき昭和３７年に都市計画道路

を計画決定し，これまで段階的に整備を進めてきました。 

 

地区内道路は，都市計画道路などの幹線道路と地区の地先道路（建築敷地が接する前面道路）の中

間に位置し，地区内の施設を連絡する，通勤・通学や買い物など，日常生活に密接に関わる道路です。

地区内道路は，歩行者や自転車などの交通を重視し，安全性の確保のほか，防災性，快適性，コミュニ

ティ機能の向上などにも寄与します。市は，昭和６１年に「調布市生活道路網整備計画」を策定し，整備

を進めてきました。 

 

平成２８年３月に，市の最上位計画である「調布市総合計画」におけるまちの将来像及び都市計画

（まちづくり）分野の最上位計画である「調布市都市計画マスタープラン」における将来都市像の実現

に向けて，市を取り巻く状況等を踏まえ，都市計画道路と地区内道路を一体的な計画とした「調布市道

路網計画（以下，「道路網計画」という。）」を策定しました。 

 

道路網計画の策定以降も，自動車以外の移動手段の利用の変化，道路空間に求められるニーズの多

様化等，市を取り巻く状況や道路を取り巻く環境は大きく変化しており，このような変化に対応した計

画とするため，計画を改定することとしました。 

 

道路網計画の改定に当たっては，市民ニーズ等を計画に反映するため，検討の進め方も含め，検討

の各段階で「みちの井戸端会議（第１回～第４回，合計５２箇所）」や「道路に関する市民アンケート調査」，

「調布市道路網計画（案）に関するパブリック・コメント手続」など複数の手法で市民参加を実践してき

ました。市民参加では，約１，９００人の方にご来場・ご回答いただき，約２，５００人（市民アンケート調

査結果含む）の方からご意見をいただきました。ご参加・ご協力いただいた市民の皆さんに心より感謝

申しあげます。 

 

市は，引き続き，目指すべき道路網の実現に向けて，取り組んで参りますので，ご理解とご協力をお

願いします。 
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1. 調布市道路網計画改定の目的と位置付け 

（１）改定の目的 

都市計画道路については，おおむね１０年間で優先的に整備すべき路線を定めた「事業化計画」を過

去４回にわたり策定し，事業の推進に取り組んできました。平成２８年３月には，平成２８年度から令和

７年度までを計画期間とした「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」を東京都，

関係市区町と協働で策定しました。 

これと併せて，市は，まちの骨格となる都市計画道路と地区内交通を担う地区内道路を一体的に計

画し整備を進めるため，平成２８年３月に「調布市道路網計画」（以下，「道路網計画」という。）を策定し，

この計画を基に道路整備を推進しています。 

平成２８年３月の道路網計画の策定以降，自動車以外の移動手段の利用の変化，道路空間に求めら

れるニーズの多様化等，市を取り巻く状況や道路を取り巻く環境は大きく変化しており，このような変

化に対応した計画とするため，同計画を改定することとしました。 

 

（２）計画期間 

本計画の計画期間は，東京都と関係市区町で検討し，令和８年３月に策定した「東京における都市計

画道路の整備方針」と整合を図り，令和８年度から令和２２年度までの１５年間とします。なお，社会状

況の変化等に対応するため，計画期間内においても必要な見直しを行っていきます。 

 

 

 

図 都市計画道路，地区内道路の計画の変遷 
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（３）道路網計画の位置付け 

道路網計画は，市の最上位計画である「調布市総合計画」におけるまちの将来像及び，都市計画（ま

ちづくり）分野の最上位計画である「調布市都市計画マスタープラン」における将来都市像の実現に向

けた関連計画として策定するものです。 

 

 
 

図 道路網計画の位置付け 
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（４）道路網構築の体系 

市における都市の将来像を実現するため，「社会状況の変化」や「市民ニーズ」，「みちづくりの基本

理念」と新たに位置付ける「調布市の道路網の将来ビジョン」を踏まえ，道路網を構築していきます。 
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の変化
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市民ニーズ
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調布市の道路網の
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道路網構築の視点

目指すべき道路網

道路整備プログラム

都市の将来像の実現と将来ビジョンで描く未来の
具現化に向けて道路分野が貢献する方向

■ 調布市総合計画
『ともに生き ともに創る 彩りのまち調布』

■ 調布市都市計画マスタープラン
『住み続けたい 緑につつまれるまち 調布 』
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道路網構築

目指すべき道路網の各路線の整備優先度の考え方等

道路網を構築するうえ
での市の基本的な姿勢

（７～１９ページ参照） 

（２９ページ参照） 

（２１～２８ページ参照） 

（３１ページ参照） 

（３５～３７ページ参照） 

（４２・４３ページ参照） 

（４７～5９ページ参照） 
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（５）道路網計画の構成 

道路網計画は，道路網構築の目標を踏まえ，広域的な移動を支える都市計画道路を対象とした「広

域道路網計画」と，広域的な道路を補完し地区内の移動を支える地区内道路を対象とした「地区内道

路網計画」により構成します。 

１）広域道路網計画 

・目指すべき広域道路網 ： 道路網構築の目標を達成するうえで必要な道路網です。道路網構

築の視点により路線の必要性を確認して設定します。 

・廃止候補路線 ： 必要性が確認されなかった路線を位置付け，都市計画道路を廃止

した際の地域のまちづくりへの影響などを検討したうえで，今後，

計画廃止など必要な都市計画の変更を行っていきます。 

・広域道路整備プログラム ： 必要性が確認された路線を対象に，整備の優先度を明示したもの

です。 

・優先的に整備すべき路線 ： 整備優先度の考え方に該当する路線です。この路線をさらに，優先

整備路線（①）と準優先整備路線（②）に分類します。 

・優先整備路線（①）  ： 令和８年度から令和２２年度までの１５年間で事業着手する路線で

す。 

・準優先整備路線（②）  ： 優先整備路線の次に事業着手する路線です。  

・それ以外の路線（③） ： 整備優先度の考え方に該当しない路線です。 

・計画検討路線（④）  ： 道路の線形，幅員，位置，構造の変更など都市計画の内容について

検討する必要がある路線です。特別な事由に該当する路線を位置

付けます。 

 

２）地区内道路網計画 

・目指すべき地区内道路網 ： 道路網構築の目標を達成するうえで必要な道路網です。道路

網構築の視点により路線の必要性を確認して設定します。 

・計画の位置付けを廃止する路線 ： 必要性が確認されなかった路線は，道路網計画の改定をもっ

て廃止します。 

・地区内道路整備プログラム  ： 必要性が確認された路線を対象に，整備の優先度を明示した

ものです。 

・優先整備路線（①）   ： 令和８年度から令和２２年度までの１５年間で事業着手する路

線です。 

・それ以外の路線（②） ： 整備優先度の考え方に該当しない路線です。 

・機能確保の取組（③）  ： 部分的な拡幅や既存道路の有効活用（カラー舗装や物理的デ

バイスの設置等）などにより短期・中期的に対策を行う路線で

す。機能確保のための総合的な取組の考え方に基づき，選定

します。 
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図 道路網計画の構成 
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2. 現状と課題 

（１）社会状況の変化 

１）道路網計画の進捗状況（平成２８年度～令和７年度） 

市は，効率的・効果的に道路の整備を進めるために，整備の優先度を定め，都市計画道路や地区内

道路の整備を計画的に推進してきました。また，近年多様化する道路空間へのニーズに対応するため，

道路空間を活用して，にぎわいや憩いの場を創出する取組を実施してきました。 

 

都市計画道路 

都市計画道路については，「優先整備路線」として位置付けた路線のうち，約８割の路線について，

事業着手または整備完了しています。（令和８年３月末時点） 

一方，調布市内の都市計画道路（延長約５５ｋｍ）の整備率は約５６％（令和６年３月末時点）であり，

多摩地域の平均整備率約６３％（令和６年３月末時点）より低い状況にあります。 

 

 

表 広域道路整備プログラム 優先整備路線の進捗状況 
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地区内道路 

地区内道路については，優先整備路線として位置付けた路線のうち，８路線が整備済（一部整備済

を含む），６路線が事業中です。また，「機能確保のための総合的な取組」では，ボトルネックは５箇所

のうち２箇所で整備を実施し，小学校周辺は５箇所全ての対策を実施しました。（令和８年３月末時点） 

また，道路網計画で位置付けた地区内道路網の計画延長の合計は約５９ｋｍであり，整備率

は約５４％（令和８年３月末時点）です。 

 

表 地区内道路整備プログラム 優先整備路線等の進捗状況 

 

 

 
※市道路線名を令和５年１２月に更新したため，「新路線名（旧路線名）」を記載しています。  
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２）道路網の整備状況 

都市計画道路 

・調布駅前広場（調布３・４・２９号線，調布３・４・３０号線） 

ベンチ設置による憩いの場やイベント空間の設定によるにぎわいのある空間を創出しました。 

 

調布駅前広場 

 

・調布３・４・２８号線（品川通り～甲州街道） 

歩行者や自転車の安全性や快適性を確保し，住宅地への通過交通の抑制に寄与する南北道路ネッ

トワークを構築します。 

  

旧甲州街道から甲州街道までの区間   京王線から品川通りまでの区間 

 

 

・調布３・４・２１号線（つつじヶ丘駅南側） 

幹線道路から鉄道駅に至る交通動線の確保と，駅周辺の安全かつ快適な歩行環境を創出しました。 

 

調布３・４・２１号線 
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地区内道路 

・市道Ｓ１０４号線（調布駅～布田駅間） 

調布駅付近の京王線地下化によって創出された鉄道敷地を活用し，緑道及び地区内道路を整備し

ました。 

緑道には，樹木やベンチを設置して歩いて楽しめるスポットや仕掛けを施すことで，回遊性を向上

させ，交流，うるおい，やすらぎのある都市空間を創出しました。地区内道路には，車両の通行速度

を低減させる狭さくの設置や，沿道住宅の安全性を確保するため，住宅側に歩行空間を整備しまし

た。 

 

市道Ｓ１０４号線（調布駅～布田駅間） 

・市道Ｓ５６号線（市役所前通り西側） 

鉄道敷地（市役所前通り西側）は歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）制度を活用し，にぎわいの

ある空間を創出しました。 

 

ほこみち制度を活用した状況 

・機能確保のための総合的な取組（多摩川小学校周辺） 

多摩川小学校交差点のカラー舗装等を実施し，小学校周辺の安全性向上を図りました。 

 

多摩川小学校周辺  

対策前 対策後
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３）市を取り巻く状況 

平成２８年３月の道路網計画の策定以降，本格的な超高齢社会への対応，自動車以外の移動手段の

利用の変化，地震や気象災害の懸念，魅力的な中心市街地の形成など市を取り巻く状況は変化してい

ます。 

 

・本格的な超高齢社会への対応 

市の人口は，令和１２（２０３０）年にピークを迎え，その後は減少することが予測されています。 

生産年齢人口は，令和７（２０２５）年以降減少する見通しであるものの，市の総人口に占める割合は

依然として最多です。 

また，高齢人口は，今後も上昇する見通しであり，令和２２（２０４０）年には３０．４％になることが予

測されています。 

 

図 年齢区分別人口・高齢化率の推移 

出典：住民基本台帳・調布市の将来人口推計（令和４(２０２２)年３月) 

・自動車以外の移動手段の利用の変化 

市は，令和元年度からシェアサイクルの実証実験を開始し，令和４年度にシェアサイクルの本格実施

を開始しました。シェアサイクルの利用台数（回）は，令和元年度で約４万回，令和６年度で約４８万回と

利用者が増加しています。 

   
シェアサイクルポート（調布駅）          図 市内のシェアサイクル利用台数（回） 

出典：ＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩＮＧ ＨＰ                   出典：調布市事務報告書（令和３～６年度） 
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・交通事故の発生状況 

市の自転車関連事故発生率（人口１，０００人当たりの自転車関連事故件数）は，周辺８市区の平均よ

り高い状況です。市内の自転車関連事故の発生密度をみると，自転車事故は特に乗降客数の多い駅周

辺や道路の交差点部で発生しています。 

  

 

 

 

 

 

 

・地震や気象災害の懸念 

首都直下地震が発生すると，調布市は震度６弱や６強の揺れが想定されています。 

また，令和元年東日本台風（台風１９号）では市内の一部の道路が冠水する被害が発生するなど，近

年，気象災害が激甚化・頻発化しています。 
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図 東京における首都直下地震の 

被害想定 

 出典：「東京都の新たな被害想定～首都直下地震等における東京の被害想定～」

（令和４年５月） 

 

市内における台風による道路冠水の状況 

出典：「令和元年東日本台風(台風第１９号)調布市の記録」 

（令和３年３月） 

図 総人口１，０００人当たり自転車関連 

事故件数の推移 

※交通事故統計情報のオープンデータは，車両（自動車，原動機付自転車及び
軽車両），路面電車及び列車の交通によって，死傷者が発生した交通事故す
べてを集計対象としている。 
出典：交通事故統計情報のオープンデータ（平成３１年～令和６年）（警察庁）， 
住民基本台帳に基づく人口（令和２～７年各１月１日）（総務省）を基に作成 

図 市内の自転車関連事故 

発生密度・発生箇所（令和２～６年） 

出典：交通事故統計情報のオープンデータ（令和２～６年） 

（警察庁）を基に作成 



２．現状と課題 
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・救急出場件数の状況 

市内における救急出場件数※は毎年１万件以上あり，コロナ禍以降，近年の猛暑も相まって，増加傾

向にあります。 

 

 

図 市内の救急出場件数の推移 

出典：東京消防庁統計書（平成２５年～令和６年）より作成 

※救急出場件数：救急隊が救護の目的で出場した件数 

 

 

・魅力的な中心市街地の形成 

調布駅付近の京王線地下化と連動した駅前広場の整備や鉄道敷地を活用した緑道整備等により，

中心市街地（調布駅・布田駅・国領駅周辺）を安全・快適に回遊できる都市空間の創出を進めました。 
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図 調布駅前広場整備計画図 

出典：調布駅前広場整備計画図（令和５年３月改訂） 

 

市道Ｓ４５・Ｓ５６号線 

（調布駅～鶴川街道間） 
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・財政状況への配慮 

令和７年度一般会計予算額（歳出）は，総額１，１２０億円で，平成２７年度と比較すると総務費，民生

費が主に増加し約３２％の増となっています。このうち，土木費については一定値で推移しています。 

 

図 予算全体の用途別内訳の推移 

出典：市政経営の概要《施策と予算》 

（平成２７年度～令和7年度）（調布市）を基に作成 

 

・都市交通の円滑化の推進 

市は，つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺における開かずの踏切の解消に向け，国や東京都をはじめ，関係機

関との協議・調整を図りながら，当該区間における連続立体交差事業の推進に取り組み，駅周辺にお

ける利便性向上や歩行者，自転車の安全確保など，交通環境の改善に取り組んでいます。 

  

図 報告書まとめ 

出典：調布市京王電鉄京王線つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺地区に 

おける交通環境改善に関する報告書（令和７年１１月）  



２．現状と課題 
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４）道路を取り巻く環境の変化 

平成２８年３月の道路網計画の策定以降，交通需要の変化，道路に求められるニーズの多様化，道路

分野の脱炭素化への対応など道路を取り巻く環境は変化しています。 

 

・交通需要の変化 

都内の平均交通量は平成２２（２０１０）年や平成２７（２０１５）年と比べると減少しています。 

一方，貨物１件当たりの貨物量は減少傾向にありますが，物流件数は増加傾向にあり，物流の小口・

多頻度化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

・道路に求められるニーズの多様化 

コロナ禍によって変化したライフスタイルに併せて，ゆとりある屋外空間や回遊空間に対するニーズ

が高まっています。 

 

 

図 都市空間に対する意識 

出典：国土交通省「新型コロナ感染症の影響下における生活行動調査（令和４年１２月実施）」 

地域別集計，東京都市圏より作成 
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図 国道・都道における２４時間平均交通量 

図 貨物量と物流件数の推移 

出典：国土交通省,第１回自動物流道路に関する検討会資料 

（令和６年） 

出典：国土交通省「道路交通センサス」（平成２２年～令和３年）より作成 
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・道路分野の脱炭素化への対応 

道路は，重要な社会基盤である一方，国内ＣＯ２排出量の約１８％を占めており，道路管理者としても

脱炭素に関わる役割と責任を積極的に果たしていく必要があることから，国土交通省は「道路分野の

脱炭素化政策集Ｖｅｒ．２．０」を令和７年１０月に公表しました。政策集の中では，自動車から新たなモビ

リティ，公共交通，自転車，徒歩等の低炭素な移動手段への転換の促進や，ＬＥＤ道路照明による消費

電力削減，道路緑化（高木植樹数）によるＣＯ２吸収量の増加などの取組が記載されています。 

 

 

 

 
出典：道路分野の脱炭素化政策集Ver.２.０（令和７年） 

（国土交通省） 

 

 

・通学路に関する状況 

通学中の児童が死傷する交通事故の発生を受け，令和３年度には全国で一斉に通学路の合同点検

が行われ，道路管理者や交通管理者による通学路の安全対策が実施されました。 

生活道路における人口１０万人当たりの年齢層別死傷者数は，小学生が最も多い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 新たなモビリティ，公共交通，自転車，徒歩等の 

低炭素な移動手段への転換を促進 

図 LED照明導入による消費電力削減 

図 道路管理者による対策の例 
出典：道路管理者が実施する対策の進捗状況（令和７年）（国土交通省） 

図 生活道路における人口１０万人当たりの 

年齢層別死傷者数（令和４年） 

出典：国土交通省ＨＰ，道路交通安全対策 交通事故の状況 



２．現状と課題 
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・自動運転技術の進展 

自動運転の技術は急速に進展しており，都内の一部地域においては，レベル２（運転手が乗車し，状

況に応じて手動運転）による自動運転バスの運行が開始されています。 

 

図 車両イメージ 

出典：海の森公園と新木場駅を結ぶルートに自動運転バスを運行します（令和７年６月）（東京都） 

 

・グリーンインフラの推進 

令和５年１０月に国土交通省がとりまとめた「グリーンインフラ実践ガイド」において，道路整備に関

連するグリーンインフラの取組例として，気候変動対策のため街路樹の育成・管理と緑陰形成や，「居

心地が良く歩きたくなる」まちづくりのため街路樹・民有地接道部の緑化による連続した緑陰の形成

等が記載されています。 

 

 

図 グリーンインフラの取組例  

出典：グリーンインフラ実践ガイド（令和５年１０月）（国土交通省）   
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（２）市民ニーズの把握 

道路網計画の改定に当たっては，市民ニーズ等を計画に反映するため，検討の進め方も含め，検討

の各段階で「みちの井戸端会議※（第１回～第４回，合計５２箇所）」や「道路に関する市民アンケート調

査」，「調布市道路網計画（案）に関するパブリック・コメント手続」など複数の手法で市民参加を実践し

てきました。こうした市民参加を通じて，安全性，定時性，アクセス性，防災性，住環境，活性化，効率性

などに関して，幅広い世代の皆さんからご意見をいただきました。 

 

 

図 道路網計画の検討プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

みちの井戸端会議の開催状況 

 

※みちの井戸端会議は，説明パネルを展示し，市職員が対面形式で市民の皆さんのご意見等をお

聴きする場です。  

計画検討
（調布市）

市民参加
（市民・道路利用者）

技術検討
（有識者委員会）

STEP2
道路網構築の
目標・視点

STEP3
目指すべき道路網
道路整備プログラム

STEP4 道路網計画（案）

調布市道路網計画 改定

STEP1
検討の進め方
現状と課題

検討着手

市内の道路に関しておもうこと，
検討の進め方に対する意見

パブリックコメント

道路網構築の目標や
視点に対する意見

道路の整備優先度や
道路整備プログラムの
考え方に対する意見

検討着手のお知らせ（市報）

（令和8年３月策定）

令和6年
10月
実施済

令和6年
10～11月
実施済

令和7年
5～6月
実施済

令和7年

実施済

令和7年12月～

実施済

道路に関連する
データ分析および
既存ストックの把握

目標や視点に
関する分析

道路網の評価および
道路整備

プログラムの評価

道路網計画（案）の
評価

調布市道路網計画改定に向けて
（検討体制・検討プロセス等）

調布市道路網計画改定に向けた
検討状況

令和6年 1２月公表

令和7年8月公表

〔第1回みちの井戸端会議 令和6年10月～11月〕

〔市民アンケート調査 令和７年２月〕

〔第２回みちの井戸端会議 令和７年５月～６月〕
〔道路ユーザーヒアリング 令和7年4月～10月〕

10～11月

令和8年1月

〔第3回みちの井戸端会議 令和7年5月～6月〕

〔パブリック・コメント手続 令和8年12月～令和8年1月〕
〔第4回みちの井戸端会議 令和8年1月〕



２．現状と課題 
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表 市民参加の実施状況 

 実施 

日時 

実施 

回数 
内容 来場者数・意見者数・意見者の年齢構成 

第１回 

みちの 

井戸端会議 

令和６年 

１０月， 

１１月 

２１会場 

計２５回 

・検討の進め方 

・日頃利用する道路に対

して感じること 

来場者数；１，０４５人 

意見者数：５９０人 

 

市民 

アンケート 

調査 

令和７年 

２月 
- 

・道路整備の満足度 

・これからの道路計画で

配慮すべき事項等 

発送数：３，６２０票 

回収数：１，６２９票 

回収率：４５％ 

 

第２回 

みちの 

井戸端会議 

令和７年 

５月， 

６月 

１１会場 

計１３回 

・みちづくりの基本理念 

・道路網構築の目標 

・道路網構築の視点 

・道路整備に対する満足

度の変化 

来場者数：２６７人 

意見者数：１９０人 

 

第３回 

みちの 

井戸端会議 

令和７年 

１０月， 

１１月 

７会場 

計８回 

・道路の整備優先度や整

備プログラムの考え方 

来場者数：２８５人 

意見者数：１１２人 

 

パブリック・ 

コメント 

手続 

令和７年

１２月～

令和８年

２月 

- ・道路網計画（案） 
意見者数：１４人 

意見数 ：３５件 
    ― 

第４回 

みちの 

井戸端会議 

令和８年

１月 

６会場 

計６回 
・道路網計画（案） 

来場者数：３０４人 

意見者数：３６人 

 

合計 － 計５２回 － 

来場者数：1901人 

意見者数：２５７１人（市民アンケート調査 

結果含む） 
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市民アンケート調査（令和７年２月）では，道路整備に対して満足している，どちらかといえば満

足しているという評価が多くの年代で半数を超えました。平成２６年度の市民アンケート調査結

果と比較すると，特に４０歳代（平成２６年度調査で３０歳代の層）の満足度が上昇しました。 

 

図 道路整備に対する満足度の変化（市民アンケート調査） 

 

第２回みちの井戸端会議（令和７年５，６月実施）において，「１０年前と現在を比較した際に，道

路整備に対する満足度の変化」を伺ったところ，幹線道路，地区内道路，京王線地下後に整備した

道路において，満足度が高まった，やや高まったという意見が半数を超えました。 

特に京王線地下化後に整備した道路に対する満足度が高まっています。 

  

図 道路整備に対する満足度の変化（第２回みちの井戸端会議） 
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(N=48)

20歳代

(N=124)

30歳代

(N=228)

40歳代

(N=329)

50歳代

(N=246)

60歳代

(N=257)

70歳代以上

(N=366)

全体

(N=1,598)

満足している どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である 不満である

60.3%

64.7%

58.4%

56.8%

49.0%

47.9%

52.3%

53.8%

54.7%

60.5%

48.3%

36.8%

37.7%

39.8%

44.7%

48.9%

43.1%
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3. これからのみちづくり 

（１）調布市の道路網の将来ビジョン 

国や都では，道路における機能として，これまでの「交通インフラ」から「生活・交流インフラ」へと道

路空間の再編と多機能を図ることを目的に，将来的に道路に持たせたい機能を将来ビジョンとして公

表しています。 

市においても，市が目指す道路の将来像を市民の皆さんに分かりやすく示すため，１５年後を見据え，

道路が創る未来を描いた「調布市の道路網の将来ビジョン」を位置付けます。 

※ビジョンは現時点での将来の道路イメージです。 

  

ビジョン１【交通】  いつでもどこにでも移動しやすい道路 

ビジョン２【環境】  公園や緑地の緑をつなぐ環境に配慮した道路 

ビジョン３【福祉】  子どもから高齢者までみんなが安全に歩ける道路 

ビジョン４【防災】  災害時に避難しやすい，命を守る道路 

ビジョン５【住環境】  地域のふれあいと憩いの場を繋ぐ道路 

ビジョン６【景観】  地域資源や景観と調和した道路 

ビジョン７【地域活性化】  まちのにぎわいや，やすらぎの空間を創出する道路 

ビジョン１【交通】  いつでもどこにでも移動しやすい道路 

ビジョン２【環境】  公園や緑地の緑をつなぐ環境に配慮した道路 

ビジョン３【福祉】  子どもから高齢者までみんなが安全に歩ける道路 

ビジョン４【防災】  災害時に避難しやすい，命を守る道路 

ビジョン５【住環境】  地域のふれあいと憩いの場をつなぐ道路 

ビジョン６【景観】  地域資源や景観と調和した道路 

ビジョン７【地域活性化】  まちのにぎわいや，やすらぎの空間を創出する道路 
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道路の機能や役割に応じた体系的なネットワ

ークづくりによって，誰もがいつでもどこへで

も移動しやすい交通環境の実現を目指します。 

 

 

 

【関連する主な施策】 

・主な混雑箇所における渋滞対策 

・開かずの踏切解消 

・鉄道駅へのアクセス性向上 

・シームレスネットワーク※の構築 

【主に想定する路線やエリア】 

・調布 3・2・6，調布3・4・1，調布 3・4・10， 

調布 3・4・17，調布3・4・18，調布3・4・26 

調布 3・4・32，三鷹3・2・2他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※道路種別や管理主体などにとらわれない，重要拠点を一連のサービスレベルで連結した道路網 

ビジョン１【交通】 いつでもどこにでも移動しやすい道路 



３．これからのみちづくり 
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「緑の連結軸※」の形成と，国の脱炭素方針を踏

まえた，環境にやさしい道路空間の実現を目指

します。 

 

 

 

【関連する主な施策】 

・街路樹の適正な維持管理 

・街路灯のＬＥＤ化 

 

 

【主に想定する路線やエリア】 

・調布３・４・９，調布３・４・１４，調布３・４・３０， 

調布３・４・３１ 他 

・周辺市と接続する広域道路（調布３・４・１０他） 

 

※調布市都市計画マスタープランにおいて，水と緑の拠点間を結ぶ連続性のある緑の軸として位置付けている区間  

ビジョン２【環境】 公園や緑地の緑をつなぐ環境に配慮した道路 
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子どもから高齢者まで誰もが使いやすい移動

環境の実現を目指します。 

 

 

 

 

【関連する主な施策】 

・自転車通行空間や駐輪設備の確保 

・道路のバリアフリー化 

・休憩用ベンチ等の設置 

・バス待ち環境やモビリティハブ機能の確保 

【主に想定する路線やエリア】 

・移動等円滑化促進地区※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バリアフリー法に基づき面的・一体的なバリアフリー化の方針を設定する旅客施設を中心とした地区や高齢者，障害者等が

利用する施設が集まった地区  

ビジョン３【福祉】 子どもから高齢者までみんなが安全に歩ける道路 



３．これからのみちづくり 
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激甚化・頻発化する災害に備え，安全に避難で

きる避難路や緊急輸送道路を確保し，災害時に

命を守ることができる，高い防災機能の実現を

目指します。 

 

 

【関連する主な施策】 

・電線類地中化により災害時の電柱倒壊による

道路閉塞を防ぐ 

・家屋倒壊しても閉塞しない道路幅員の確保 

 

【主に想定する路線やエリア】 

・風水害時の避難に資する路線 

 

 

 

  

ビジョン４【防災】 災害時に避難しやすい，命を守る道路 
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快適で生活しやすい住環境と豊かなコミュニテ

ィ形成に寄与するみちづくりを目指します。 

 

 

 

 

【関連する主な施策】 

・ゾーン３０プラスの導入 

・狭さくやハンプなどの設置 

 

 

【主に想定する路線やエリア】 

･地域福祉センターや学校の周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ビジョン５【住環境】 地域のふれあいと憩いの場をつなぐ道路 



３．これからのみちづくり 
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歴史・文化・自然などの地域資源を道路でつな

ぐネットワークを形成し，周囲の景観と調和し

たみちづくりを進めることで，調布らしい魅力

ある景観の実現を目指します。 

 

 

【関連する主な施策】 

・地域と調和した色・デザインの街路灯，舗装等

の採用 

 

 

【主に想定する路線やエリア】 

・国分寺崖線景観形成重点地区， 

深大寺通り周辺景観形成重点地区， 

駅の景観形成推進地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ビジョン６【景観】 地域資源や景観と調和した道路 
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地域のつながりや交流を生む「中心拠点」「地

域拠点」の形成や，時間消費・コト消費型の活動

に対応したウォーカブルな環境空間の創出に

資する，歩いて楽しめる魅力的なみちづくりを

目指します。 

 

【関連する主な施策】 

・パークレット※，ベンチ等の設置 

・ほこみち制度の活用等 

・歩行空間を広く確保 

（荷捌きスペースの時間制限） 

【主に想定する路線やエリア】 

・各鉄道駅の周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※車道の一部を転用し，ウッドデッキ，ベンチ，植栽などを設けて歩行者用の憩いの場にする「小さな公園」のような公共空間 

  

ビジョン７【地域活性化】  まちのにぎわいや，やすらぎの空間を創出する道路 
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（２）みちづくりの基本理念 

市における都市の将来像の実現に向けて，道路網構築に取り組むうえでの市の基本的な姿勢をみ

ちづくりの基本理念として位置付けます。 

 

 

道路は，日常の生活においては自動車・自転車・徒歩といった交通手段の移動時における快適性・

利便性・安全性を確保するとともに，住宅地の防災性を向上させ，災害時には，迅速な避難の一助と

なるなど，市民生活に欠かせないインフラのひとつです。国の最新の動向を注視し，道路利用者や市

民の皆さんの道路に対する様々な期待に応えられるよう，道路の多様な役割を十分発揮させ脱炭

素化の推進にも配慮したみちづくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

道路の整備は，地域の皆さんや関係権利者との合意形成が必要なことから，長期の時間を要しま

す。また，道路整備には多額の事業費が必要であることから，市の財政状況を考慮すると，今後はま

すます整備に時間を要することが想定されます。このことから，さらに長期にわたり目の前にある課

題が残されたままになってしまいます。このため，整備の優先度を明確にすることで，効率的かつ効

果的に道路整備を進め，早期に問題が解決されるみちづくりを目指します。 

 

 

 

市は，長い年月をかけて道路整備を進めてきましたが，未整備の道路も多く存在します。道路は

市民生活に欠かすことのできないインフラであるため，今後の社会状況や上位関連計画等の変化に

対応した計画が必要です。定期的に道路の必要性や優先度を確認し，効果的な計画の推進を目指し

ます。 

 

【基本理念１】道路に期待される多様な役割が発揮されることを重視したみちづくり 

【基本理念２】選択と集中により短期間で効果が発現されるみちづくり 

【基本理念３】定期的に道路の必要性や優先度を確認する，柔軟かつ継続的なみちづくり 



 

 

 

 



４．道路網構築の目標 
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4. 道路網構築の目標 

社会状況の変化，市民ニーズやみちづくりの基本理念を踏まえ，都市の将来像の実現と将来ビジョ

ンで描く未来の具現化に向けて道路分野が貢献する方向を道路網構築の目標として設定しました。 

 

 

 

 

 

歩行者や自転車など自動車以外の移動空間を充実させることにより，市民の快適，便利，安全な

移動の実現に向けてみちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

震災や水害，土砂災害など，近年高まる災害リスクに備えるため，防災・減災機能を強化したみ

ちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

歩行者の快適な移動や滞留空間・駅周辺の回遊性を高めるとともに，物流交通の円滑化や観光

拠点へのアクセス性向上と道路空間の活用により，にぎわいのあるまちづくりに寄与するみちづく

りを進めていきます。 

 

 

 

 

ゼロカーボンシティの実現や生活道路への通過交通の抑制，狭あい道路の拡幅など，良好な住

環境の形成を目指し，脱炭素で生活環境に配慮した，住みやすいまちを形成するみちづくりを進め

ていきます。 

 

 

 

 

道路の必要性や整備優先度等を定期的に確認することで，効率的かつ効果的なみちづくりを進

めていきます。 

（関連する将来ビジョン） 

ビジョン１【交通】 
ビジョン３【福祉】 

ビジョン４【防災】 

ビジョン１【交通】 
ビジョン６【景観】 

ビジョン７【地域活性化】 

ビジョン２【環境】 

ビジョン５【住環境】 脱炭素なまち，生活環境に配慮した住みやすいまちの形成
環境

住環境

防災・減災機能の強化
防災

減災

商業・文化・にぎわいが織りなすまちの形成活性化

効率的かつ効果的なみちづくりの推進効率性

快適，便利，そして安全な移動空間の確保
快適

便利
安全



 

 

 

 



５．目指すべき道路網 
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5. 目指すべき道路網 

（１）検討の方法 

広域道路網計画及び地区内道路網計画において，道路に期待される多様な機能や役割の観点から

道路網構築の視点を設定して，視点ごとに構築すべき道路網を明らかにしたうえで，それらを重ね合

わせて目指すべき広域道路網と地区内道路網を検討しました。 

 

 

 

 

 

  

道路網構築の視点ごとに
必要な道路網

都市計画道路
地区内道路

目指すべき広域道路網
及び地区内道路網

図 目指すべき道路網の検討のイメージ 
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（２）道路網計画の検討対象路線 

・広域道路網の検討対象路線 

広域道路網の検討対象路線は，広域的な移動を支えるという観点から，都市計画道路のうち幹線街

路と区画街路とします。※ 

（※）  幹線街路：名称「区分三」の都市計画道路 

区画街路：名称「区分七」の都市計画道路 

「調布 区分・規模・一連番号」の区分が，「３」または「７」と表記されている都市計画道路 

 

・地区内道路網の検討対象路線 

地区内道路網の検討対象路線は道路網計画において，目指すべき地区内道路網として位置付けて

いる路線とします。また，都市計画道路の都市計画変更に併せて見直しが必要な路線や公共施設の移

転などに関連する路線，駅周辺の回遊性を向上させる路線は，検討対象に追加します。 

 

（３）広域道路網と地区内道路網に期待される機能と役割 

広域道路網の対象路線である都市計画道路は，交通，環境，防災など様々な機能があり，これらの

機能を十分発揮し，良好な都市の形成に寄与するよう計画された道路です。 

地区内道路網の検討対象路線である地区内道路は，地区の交通の集散を受け持ち，安全性の確保

のほか，防災性，快適性，コミュニティ機能の向上等に寄与する道路です。 

道路網計画においても，これらの機能と役割が十分に発揮されるように，市域全体の道路網を検討

しました。 

表 都市計画道路の主な機能 
機能の区分 

都市交通施設機能 
道路としての機能 

沿道利用のための機能 

都市環境保全機能 

都市防災機能 
避難路・救援路 

災害遮断 

都市施設のための空間機能 

他の交通機関のための空間 

供給処理施設のための空間 

通信情報施設のための空間 

その他の施設のための空間 

街区の構成と市街化の誘導 
街区の構成 

市街化の誘導 

出典：国土交通省ＨＰ 街路事業とは 

表 地区内道路の主な機能 
機能 役割 

安全性の確保 
通勤や通学などに利用される道路において，自動車や歩行者及

び自転車にとって交通の安全性を確保する 

防災性の確保 
震災や火災などが発生した場合の救急活動の場所となり，命や

財産を守る 

コミュニティ機能の向上 
コミュニティ施設をはじめ公共施設への連絡がよくなり，住民の 

利用が向上する 

快適性の向上 
駅周辺や商店が多い道路などで，買い物が楽しくできる商店街

を形成する 

にぎわい空間の創出 
滞在・交流を促す居心地の良い空間から，地域の魅力向上や回

遊性の向上，にぎわいを創出する 
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（４）道路網構築の視点 

道路網構築の目標を踏まえ，道路に期待される機能と役割の観点から道路の必要性を確認するた

め，道路網構築の視点を設定しました。広域道路網と地区内道路網では，それぞれ期待される機能と

役割が異なるため，機能に合った視点をそれぞれ設定しました。 

 

表 道路網構築の視点 

道路網構築の視点 
広域 

道路網 

地区内 

道路網 
目標 

 

※１：「道路混雑の解消」は，道路整備による効果を確認する視点として設定 

※２：「都市の脱炭素化の推進」は，道路の必要性の確認に加え，道路整備による効果を確認する視点としても設定 

 

 

  

１．鉄道駅へのアクセス性向上

２．救急搬送時のアクセス性向上

３．道路混雑の解消※１

４．歩行者，自転車の安全性・快適性の向上

５．災害時の輸送性，移動性の向上

６．延焼遮断機能の形成

７．にぎわいの創出

８．観光振興の実現

９．都市の脱炭素化の推進※２

１０．住みやすいまちの形成

快適
便利
安全

快適
便利
安全

快適
便利
安全

快適
便利
安全

防災
減災

防災
減災

活性化

活性化

環境
住環境

環境
住環境



 

- 36 - 

＜道路網構築の視点の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．鉄道駅へのアクセス性向上 

＜広域道路網＞ 

居住地から鉄道駅へは様々な交通手段により移動する人が多いため，最寄りの鉄道駅へのア

クセス性向上が重要です。 

そこで，バスによる鉄道駅へのアクセス路線，自転車や徒歩による鉄道駅へのアクセス性を向

上させる路線を抽出しました。 

＜地区内道路網＞  

地区内道路を通行するバス路線では，幅員が狭い場合，アクセス性が低下するとともに歩行者

や自転車の安全性が確保されていないことがあります。また，鉄道駅周辺においては，歩行者と

自転車の錯綜が懸念されるため，歩車分離を図る道路網の形成が重要です。 

そこで，最寄りの鉄道駅へのアクセス路線として，鉄道駅へのバス路線，徒歩・自転車によるア

クセス路線，駐輪場へのアクセス路線を抽出しました。 

３．道路混雑の解消 

＜広域道路網＞ 

渋滞による道路混雑を解消するためには，将来の自動車交通需要に対応して一定の自動車交

通を処理する機能を確保する必要があります。 

そこで，目指すべき広域道路網について，道路整備による効果を確認しました。 

２．救急搬送時のアクセス性向上 

＜広域道路網＞ 

救命活動においては，救急医療機関までの所要時間の短縮が求められるため，主要な救急搬

送先（第三次，第二次救急医療機関など）へのアクセス性の向上が重要です。 

そこで，傷病者を短時間で救急搬送先へ搬送するための主要路線，第三次・第二次救急医療機

関へのアクセス路線を抽出しました。 

４．歩行者，自転車の安全性・快適性の向上 

＜広域道路網＞ 

徒歩や自転車での移動頻度の高まりや，通学路における交通事故が発生している状況を踏ま

えると歩行者，自転車や児童の安全を確保することが重要です。 

そこで，自転車の安全・快適な移動に資する路線，ゾーン３０指定箇所の外周や小学校周辺の

路線，歩行者関連事故が多く発生している箇所周辺の路線を抽出しました。 

＜地区内道路網＞ 

小学校の通学路においては，児童を交通事故から守るために歩車分離等を図り，安全性を確

保することが重要です。 

また，徒歩や自転車での移動頻度の高まりを踏まえると，歩行者や自転車の安全性を確保す

ることが重要です。 

そこで，小学校と都市計画道路または都道を結ぶ路線，自転車の安全・快適な移動に資する路

線，歩行者関連事故が多く発生している箇所周辺の路線を抽出しました。 
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１０．住みやすいまちの形成 

＜地区内道路網＞ 

良好な生活空間を創出するためには，地域住民の地域活動や生活に密接に関連した路線を安

全かつ快適に使えるようにすることが重要です。 

そこで，地域福祉センターや初期救急医療機関へのアクセス路線を抽出しました。 

５．災害時の輸送性，移動性の向上 

＜広域道路網＞  

災害発生直後は，道路啓開等を早急に実施し，人命の安全確保，被害の拡大防止，活動人員や

物資輸送を円滑に実施する必要があります。また，災害発生時に市民が避難場所まで速やかに

避難できる安全な避難路の確保が重要です。 

そこで，東京都が指定する緊急輸送道路，輸送拠点と広域避難場所を結ぶ路線や水害・土砂災

害からの避難路などを抽出しました。 

＜地区内道路網＞ 

災害発生時において，消火活動等を迅速かつ円滑に行うためには，一定の幅員がある道路が

必要です。また，市民が避難場所まで速やかに避難するためには，安全な避難路の確保が重要で

す。 

そこで，消防活動困難区域の解消に資する路線，広域道路と広域避難場所・避難所を結ぶ路

線，木造住宅密集地域内または農地を有し防災性の維持・向上を図るべき地域内の路線を抽出

しました。 

６．延焼遮断機能の形成 

＜広域道路網＞ 

火災時の延焼を防ぐためには，延焼遮断に寄与する道路網を構築することが重要です。また，

地域危険度が高く火災等で大きな被害が想定される木造住宅密集地域において，延焼を防止す

ることが重要です。 

そこで，東京都が指定する延焼遮断帯に位置付けられている路線，木造住宅密集地域内また

は農地を有し防災性の維持・向上を図るべき地域内の路線を抽出しました。 

７．にぎわいの創出 

＜地区内道路網＞ 

駅周辺のにぎわいを創出し，地域の活性化を図るためには，歩行者が安全・安心に回遊できる

道路網を形成することが重要です。 

そこで，歩行者が駅周辺を安全・安心に回遊できる路線を抽出しました。 

８．観光振興の実現 

＜広域道路網＞ 

観光振興の実現には，深大寺等の観光拠点へのアクセス性を向上させ，利便性を高めることが

重要です。 

そこで，鉄道駅と観光拠点を結ぶバス路線，鉄道駅と観光拠点を最短経路で結ぶ路線，インタ

ーチェンジや甲州街道と観光拠点を結ぶ路線を抽出しました。 

９．都市の脱炭素化の推進 

＜広域道路網＞ 

都市の脱炭素化の推進に当たっては，二酸化炭素排出量を低減するだけでなく，緑化などに

より二酸化炭素吸収量を増加することも期待されています。 

そこで，都市計画マスタープランに位置付けた緑の連結軸の形成に寄与する路線を抽出しまし

た。また，目指すべき広域道路網について，道路整備による効果を確認しました。 
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（５）必要性が確認されなかった路線 

・廃止候補路線（広域道路網） 

道路網構築の視点により道路網の必要性を確認した結果，いずれの視点にも該当しなかった路線を

廃止候補路線として位置付けます。廃止候補路線は，都市計画道路を廃止した際の地域のまちづくり

への影響などを検討したうえで，今後，計画廃止など必要な都市計画の変更を行っていきます。 

今回，必要性が確認されなかった路線はないため，廃止候補路線として位置付ける路線はありませ

ん。 

 

・計画の位置付けを廃止する路線（地区内道路網） 

道路網構築の視点により道路網の必要性を確認した結果，いずれの視点にも該当しなかった路線に

ついては，道路網計画の改定をもって，地区内道路網から位置付けを廃止します。 

 

 

広域道路網における廃止候補路線や地区内道路網における計画の位置付けを廃止する

路線については，下記の３種類の取扱いが考えられます。 

（１）現道がある場所 

新規に道路の拡幅整備は行いませんが，現道はそのまま道路として残ります。 

（２）現道がない場所 

新規に道路の整備は行いません。 

（３）（１）のうち，建築基準法第４２条第２項に該当する公道 

地権者等からの申請に基づき，「狭あい道路拡幅整備事業」により，セットバック部分の 

Ｌ形側溝の整備を行っています。 
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（６）地区内道路網における計画幅員の考え方 

地区内道路は，道路網計画で道路網構築の視点（地区内道路網）ごとに計画幅員設定の考え方を整

理して，計画幅員を設定しました。 

 

表 計画幅員設定の考え方 

道路網構築の視点 

（地区内道路） 
計画幅員設定の考え方 計画幅員 

鉄道駅への 

アクセス性 

向上 

鉄道駅へのバス（路線バス）路線 路線バスの走行に伴う歩行者の安全性を確保します。 

両側に，歩道または歩行者空間が確保できる幅員と 

します。 

７．５ 

～１２．０ｍ 

鉄道駅へのバス（ミニバス）路線 ミニバスの走行に伴う歩行者の安全性を確保します。 

両側に歩行者空間が確保できる幅員とします。 

６．０ 

～８．０ｍ 

鉄道駅への徒歩・自転車による 

アクセス路線 

歩行者と自転車を優先させる道路とします。 

両側に歩行者空間が確保できる幅員とします。 

６．０ｍ 

鉄道駅周辺の駐輪場への 

アクセス路線 

歩行者と自転車がそれぞれ安全に通行できる道路と 

します。 

両側に歩行者空間が確保できる幅員とします。 

６．０ｍ 

歩行者，自転

車の安全性・

快適性の向上 

小学校と都市計画道路または 

都道を結ぶ路線 

通学時の児童の安全性を確保します。 

片側歩道または両側に歩行者空間が確保できる幅員と

します。 

７．５ｍ 

８．０ｍ 

自転車の安全・快適な移動に 

資する路線 

歩行者と自転車がそれぞれ安全に通行できる道路としま

す。 

両側に歩行者空間を確保し，自転車通行空間が設置でき

る幅員とします。 

６．０ｍ 

歩行者関連事故が多く発生して

いる箇所周辺の路線 

歩行者が安全に通行できる道路とします。 

両側に歩行者空間が確保できる幅員とします。 

６．０ｍ 

災害時の輸送

性，移動性の

向上 

消防活動困難区域の解消に 

資する路線 

災害時に迅速かつ円滑な消火活動が行える道路と 

します。 

災害時に消防車が通れる幅員とします。 

６．０ｍ 

消防活動時に必要な路線 災害時に迅速かつ円滑な消火活動が行える道路と 

します。 

災害時に消防車が通れる幅員とします。 

６．０ｍ 

都市計画道路または都道と 

避難所を結ぶ路線 

徒歩で避難所や広域避難場所に確実に到達できるよう

にします。 

建物等の倒壊によって道路が閉塞されない幅員を確保

します。 

６．０ｍ 

都市計画道路と広域避難場所を

結ぶ路線 

木造住宅密集地域内または農地

を有し防災性の維持・向上を図る

べき地域内の路線 

災害時に迅速かつ円滑な消火活動が行える道路と 

します。 

災害時に消防車が通れる幅員とします。 

６．０ｍ 

にぎわいの 

創出 

甲州街道～品川通り間及び京王

多摩川駅周辺を回遊するために

必要な路線 

歩行者と自転車がそれぞれ安全に通行できる道路と 

します。 

両側に歩行者空間が確保できる幅員とします。 

６．０ｍ 

住みやすい 

まちの形成 

地域福祉センターや初期救急医

療機関と都市計画道路または都

道を結ぶ路線 

高齢者や地域住民など施設利用者が安全に通行できる

道路とします。 

片側歩道または両側に歩行者空間が確保できる幅員と

します。 

６．０ｍ 

８．０ｍ 
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横断面構成については，３ケース（両側歩道，片側歩道，歩行者空間）を想定しました。 

なお，道路整備の具体的な計画・実施段階では，道路に期待される機能と役割を考慮し，現地の

状況を踏まえて横断面構成を設定します。 

 

 

 
 

 
※必要に応じて，自転車ナビマーク等を設置し，自転車通行空間を明示します。 

  

ケース１：両側歩道

①

車道部7.0m
歩道
2.5m

12.0m

歩道
2.5m

ケース２：片側歩道

②

③

④

歩行者空間
1.0m

9.0m

車道部5.5m
歩道
2.5m

歩行者空間
1.0m

8.0m

車道部4.5m
歩道
2.5m

11.0m

車道部7.0m
歩道
2.5m

歩行者空間
1.5m

ケース３：歩行者空間

⑤

⑥

歩行者空間
1.5m

7.5m

車道部4.5m
歩行者空間

1.5m

歩行者空間
0.75m

6.0m

車道部4.5m
歩行者空間

0.75m

①の断面 

④の断面 

⑥の断面 
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市道Ｓ４５号線（トリエ京王調布Ｃ館～鶴川街道）では，車両の通行速度を低減させる狭さくの設置

や，沿道住宅の安全性を確保するため，住宅側に歩行空間を整備しました。 

市道Ｓ７４号線（蓮慶寺通り～調布駅前広場）では，車と歩行者空間を明確にするため，カラー

舗装を実施しました。 

 

  

市道Ｓ４５号線（トリエ京王調布Ｃ館～鶴川街道）  市道Ｓ７４号線（蓮慶寺通り～調布駅前広場） 

 

調布市立小学校通学路の合同点検では，道路管理者，調布警察署，教育委員会及び学校関係

者が合同で現地調査を行い，安全対策を検討，実施しています。 

 

  

図 合同点検による安全対策の事例 

出典：合同点検 対応事例（市ＨＰ） 

  

column 道路の安全対策 
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（７）目指すべき広域道路網 
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（８）目指すべき地区内道路網 
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目指すべき地区内道路網の計画幅員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区計画で路線の位置付けがある道路 

地区計画で区画道路の計画がある道路は， 

区画道路の幅員で整備します。 

市区境の路線の取扱い 

市区境の路線は，隣接市区と調整のうえ，整備を進めて 

いきます。 

※ 

※ 
※ 

※ 
※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 
※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 
※ 

※ 

※ 

※ ※ 

※ 
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事業中路線（９路線） 

No 路線 区間 延長(m) 

1 市道Ｎ８０号線 
調布３ ・２ ・６号線（武蔵境通り） 

～市道Ｎ８９号線 
330 

2 市道Ｓ１５４号線 
調布３ ・４ ・１８号線（狛江通り） 

～市道Ｓ１５５号線 
250 

3 
市道Ｃ２０号線 
（三中通り） 

調布３・４・４号線（桜堤通り）～ 
市道Ｓ４４９号線 

140 

4 市道Ｎ５２８号線ほか１路線 
調布３・４・１４号線～ 
市道Ｎ５３２号線 

150 

5 市道Ｓ４５・Ｓ５６号線 
調布３・２・６号線（鶴川街道）～ 
調布７・５・１号線（市役所前通り） 

４00 

6 
市道Ｓ７４号線 

（調布駅周辺地区・区画道路１２号） 
調布３・４・２８号線（蓮慶寺通り）～ 

調布駅前広場 
200 

7 市道Ｓ１０４号線 
調布３・４・２６号線（布田南通り）～ 

市道Ｓ９５号線 
200 

8 市道Ｓ１１７号線 
市道Ｓ１４６号線～ 

調布３・４・２６号線（布田南通り） 
350 

9 市道Ｓ１４６号線 
都道１１９号線（旧甲州街道）～ 

市道Ｃ２２号線 
180 

 合計  2,２00 
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地区計画で位置付けた地区施設（道路）の区画道路（以下，「区画道路」という。）については，道

路網計画で位置付けた都市計画道路及び地区内道路と併せて整備する場合があります。 

区画道路と地区内道路が重複している場合には，区画道路の計画幅員で整備しています。 

        

  調布駅周辺地区地区計画・区画道路７号     国領駅周辺地区地区計画・区画道路６号 

また，区画道路と地区内道路が重複していない場合にも，都市計画道路事業と密接に関連す

る場合には，都市計画道路事業と併せて整備しています。 

         

   調布駅周辺地区地区計画・区画道路１号     調布駅周辺地区地区計画・区画道路３号 

 

 

調布市道路総合管理計画では，道路管理の基本方針を踏まえ６つのプログラムと主要施策な

どを定めています。 

主要施策「②施設横断的な管理の優先度設定」では，市道について，路線の特性によりＡ，Ｂ，Ｃ

に分類し，維持管理の優先度を設定しています。都市計画道路などの主要市道や，道路網計画で

位置付けた地区内道路は，Ａ分類の路線に分類しています。 

 

図 市道の路線分類の考え方，管理区分・路線分類に基づく優先度の考え方 

出典：調布市道路総合管理計画（令和６年３月） 

column 区画道路の整備 

column 市の道路の維持管理 
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6. 道路整備プログラム 

（１）道路整備プログラムの構成 

道路整備には，多額の事業費が必要であり，市の財政状況を考慮すると，今後はますます整備に時

間を要することが想定されます。 

このことから，効率的・効果的に道路の整備を進めるために，道路整備プログラムでは，整備優先度

の考え方をまとめたうえで，優先的に整備すべき路線等を定めました。 

 

 

 

 

図 道路整備プログラムの構成 

 

 

 

 

 

 

  

広域道路網計画

広域道路網
（広域の交通を担う都市計画道路）

道路網構築の視点

目指すべき広域道路網

廃止候補路線

必要性が確認
されなかった路線

広域道路整備プログラム

整備優先度の考え方

優先的に整備すべき路線

優先整備路線と
準優先整備路線の分類

①優先
整備路線

③それ以外
の路線

④計画
検討路線

計画検討
路線選定の
考え方

(特別な事由)

地区内道路網計画

地区内道路網
（地区内の交通を担う生活道路）

道路網構築の視点

目指すべき地区内道路網 必要性が確認
されなかった路線

地区内道路整備プログラム

整備優先度の
考え方

①優先
整備路線

必要性が確認
された路線

必要性が確認
された路線

計画の位置付けを
廃止する路線

②それ以外の
路線

③機能確保
の取組

機能確保のための
総合的な取組の

考え方

道路網構築の目標

②準優先
整備路線
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（２）広域道路整備プログラム検討の視点 

・整備優先度の考え方 

必要性が確認された路線について，整備優先度の考え方に基づき，優先的に整備すべき路線を選定

しました。 

 

 

＜整備優先度の考え方の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．円滑な道路ネットワークの構築

２．関連する都市基盤整備事業との連携

３．災害に強い都市基盤の整備

４．快適でより便利なまちの形成

５．安全な通行空間の確保

６．地域特性を活かした都市空間の形成

６．地域特性を活かした都市空間の形成 

駅周辺における交通の利便性の向上を図るとともに，深大寺地区へのアクセス性向上を図

ります。 

１．円滑な道路ネットワークの構築 

部分的に未整備となっている区間を整備することで，早期に整備効果を発現し，生活道路

への通過交通の抑制や，交通事故の減少，ボトルネックとなっている渋滞箇所の解消を図り

ます。 

２．関連する都市基盤整備事業との連携 

東京都施行の路線等と連携を図ることで，道路の整備効果を一体的に発現し，渋滞箇所の

解消や道路整備による効果の大幅な向上を図ります。 

３．災害に強い都市基盤の整備 

地域の防災上重要な機能を果たす路線を整備することで，災害に強いまちを形成し，災害

時に早急かつ安全に移動できる避難路の確保，円滑な救援活動や緊急物資の輸送，市街地

の延焼を遮断することによる大規模火災の防止など，防災性の向上を図ります。 

４．快適でより便利なまちの形成 

バス路線や駅周辺駐輪場へのアクセス路線，住民発意によるまちづくりが進められている

地区と関連する路線，緑の連結軸の形成に寄与する路線を整備することで，快適でより便利

なまちを形成します。 

図 整備優先度の考え方 

５．安全な通行空間の確保 

駅周辺のバリアフリー化や，通学路に歩道を設置することで，安全な歩行者空間の確保を

図ります。 
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・優先整備路線と準優先整備路線の分類 

優先的に整備すべき路線を，令和８年度から令和２２年度までの１５年間で事業着手する『優先整備

路線』と，優先整備路線の次に事業着手する『準優先整備路線』に分類しました。なお，『優先整備路線』

は，「東京における都市計画道路の整備方針」と整合を図りました。 

 

 

図 優先整備路線と準優先整備路線の分類 

 

＜優先整備路線と準優先整備路線の分類の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．都市交通の円滑化の推進

２．東京都施行路線との連携

３．実現可能な整備延長

４．事業化準備中の路線の継続性

１．都市交通の円滑化の推進 

つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺における開かずの踏切の解消に向けた取組との連携を考慮し，

路線を分類しました。 

３．実現可能な整備延長 

平成２８年３月の道路網計画では，市施行の優先整備路線を６路線（延長約１，０００ｍ）選

定し，事業化した路線は，５路線（延長約８５０ｍ），他に事業化準備中の路線が１路線となって

います。 

事業の実現可能な整備延長を考慮し，路線を分類しました。 

４．事業化準備中の路線の継続性 

測量や設計などを実施し，事業化を準備している路線については，事業の継続性を考慮し

ました。 

２．東京都施行路線との連携 

東京都施行路線との連携を考慮し，路線を分類しました。 
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・計画検討路線の選定の考え方（特別な事由） 

広域道路網として必要性が確認された路線のうち，特別な事由により，道路の線形，計画幅員，位置，

構造形式など都市計画の内容について検討する必要がある路線を計画検討路線として位置付けます。

計画検討路線は，地域の状況を踏まえつつ，個別路線ごとに道路整備の実現に向けて検討を進めてい

きます。 

 

図 計画検討路線の選定の考え方（特別な事由） 

 

 

＜計画検討路線の選定の考え方（特別な事由）の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．現地の状況により，検討が必要な路線

２．隣接市区と調整が必要な路線

３．既存道路を活用し，都市計画道路の機能を代替できる可能性のある路線

１．現地の状況により，検討が必要な路線 

計画地周辺の地形条件や自然環境，前後区間と車線数が異なることによりボトルネックと

なっている路線等について，今後，事業化を見据えて，構造，幅員等の検討が必要な路線を

選定しました。 

２．隣接市区と調整が必要な路線 

隣接市区と接続する都市計画道路で，都市計画の整合性について検討が必要な路線や隣

接市区と調整が必要な路線を選定しました。 

３．既存道路を活用し，都市計画道路の機能を代替できる可能性のある路線 

都市計画道路と並行する既存道路の機能の向上を図ることで，当該道路が都市計画道路

の持つ機能を代替できる可能性がある路線を選定しました。 



６．道路整備プログラム 

 

- 51 - 

 

 

都市計画道路の区域内では，将来における事業の円滑な施行を確保するため，建築物の建築

に一定の制限が設けられています。都市計画法では，第５３条に建築の許可に関する規定が，

第５４条にその許可基準が定められています。 

 

都市計画道路の区域内における建築制限の基準 （都市計画法第５４条第１項第３項） 

当該建築物が次に掲げる要件に該当し，かつ，容易に移転し，又は除却することができるものであ

ると認められること。 

・階数が２以下で，かつ，地階を有しないこと。 

・主要構造物が木造，鉄骨造，コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 

図 都市計画法第５４条（一部抜粋） 

 

一方，長期にわたり事業が実施されない場合，地権者にとっては，生活設計を立てにくく長期

間にわたり土地を有効に利用できないといった課題があります。 

このため，地権者の負担軽減策として，都内の都市計画道路の区域内では，都市計画法で認め

られている２階建てまでの建築の許可基準を緩和し，３階建ての建築を可能とするなど，建築制

限を緩和しています。 

 

都内の都市計画道路の区域内における建築制限の基準（平成２８年４月以降） 

当該建築物が，次に掲げる要件に該当し，かつ，容易に移転し，又は除却することができるもの 

であること。 

・ⅰ 市街地開発事業（区画整理・再開発など）等の支障にならないこと。 

・ⅱ 階数が３，高さが 10ｍ以下であり，かつ地階を有しないこと。 

・ⅲ 主要構造部が，木造，鉄骨造，コンクリートブロック造，その他これらに類する構造であること。 

・ⅳ 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は，将来において， 

都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう，設計上の配慮をすること。 

※江戸川区と青梅市では，優先整備路線を対象とした建築制限の緩和措置を適用していません。 

図 建築制限緩和策 

 

 

 
図 建築制限の緩和イメージ 

緩和

都市計画道路区域 都市計画道路区域

現道
現道

２階建て
まで

３階建て
まで

column 建築制限の緩和 
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（３）広域道路整備プログラム 

  

※ 
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優先整備路線（都施行）（１路線） 

計画検討路線（検討主体：都）（２路線） 

計画検討路線（検討主体：市）（２路線） 

※ここで示す延長は目安であり，事業化時の測量の実施により変わる場合が

あります。  

※各路線に示した番号は，整備の優先順位を示すものではありません。 

※現在事業中の路線については，引き続き事業を継続します。 

No 路線 区間 延長(m) 

1 調布３・４・４号線 調布３ ・２ ・６～府中市境 1,470 

 合計  1,470 

 

No 路線 区間 延長(m) 

11 調布３・２・６号線 都道１１９～中央自動車道 980 

12 
三鷹３・４・１３号線支線１，支線２ 

調布３・４・１号線 
調布３・４・１～三鷹市境 870 

 合計  1,850 

 

No 路線 区間 延長(m) 

13 調布３・４・１０号線 調布３・４・１７～東つつじケ丘２丁目 920 

14 調布３・４・１４号線 調布３・４・９～調布３・４・２６ 1,150 

 合計  2,070 

 

優先整備路線（市施行）（５路線） 

準優先整備路線（市施行）（４路線） 

No 路線 区間 延長(m) 

2 調布３・４・８号線 
柴崎駅～菊野台３丁目 
（交通広場約２，５００㎡） 

50 

3 調布３・４・９号線 調布３・４・１～調布３・４・１４ 830 

4 調布３・４・１１号線 
柴崎駅～調布３・４・１ 
（交通広場約２，５００㎡） 

100 

5 調布３・４・２２号線 
つつじヶ丘駅～調布３・４・１ 
（交通広場約３，９５０㎡） 

90 

6 調布３・４・３１号線※ 調布３・４・１０～調布３・４・４ 460 

 合計  1,530 

※東京都施行の優先整備路線に関連する路線 

No 路線 区間 延長(m) 

7 調布３・４・１１号線 調布３・４・１～調布３・４・１８ 610 

8 調布３・４・２６号線 調布３・４・１０～布田駅 380 

9 調布３・４・３０号線 調布３・４・１～調布ケ丘１丁目 500 

10 調布３・４・３０号線 調布３ ・４ ・１１～調布３ ・５ ・１２ 420 

 合計  1,910 
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調布３・４・９号線については，鉄道交差部を除き，金子地域福祉センターから甲州街道まで整

備済です。 

調布３・４・９号線の鉄道交差部（以下，「清水架道橋」という。）はボトルネックとなっており，こ

れまで市民の皆さんから安全対策実施のご要望等をいただいていますが，京王線の橋台や橋脚

など鉄道施設の移設が必要なことや営業線直下の工事となることから，短期間で抜本的な対策

を実施することは困難な状況です。 

  

図 調布３・４・９号線の状況        

 

調布３・４・９号線の鉄道交差部（清水架道橋） 

 

市は，市の東部に位置するつつじヶ丘駅及び柴崎駅周辺の鉄道の連続立体交差化により，開

かずの踏切の５箇所の除却と清水架道橋のボトルネック解消を実現することで，交通渋滞の緩和，

踏切事故の解消，通学路の安全確保及び緊急・救急活動の円滑化など地域の長年の課題を解決

していきます。 

  

column 調布３・４・９号線の鉄道交差部への対応 
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（４）地区内道路整備プログラム検討の視点 

・整備優先度の考え方 

必要性が確認された路線について，整備優先度の考え方に基づき，令和８年度から令和２２年度ま

での１５年間で事業着手する『優先整備路線』を選定しました。 

 

 

図 整備優先度の考え方 

 

＜整備優先度の考え方の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．震災や風水害時の避難に資する路線

２．公共施設建替えと関連する路線

３．通学路の安全性向上に資する路線

１．震災や風水害時の避難に資する路線 

都市計画道路または都道と広域避難場所・避難所を結ぶ路線を整備することで，防災性の

向上を図ります。 

２．公共施設建替えと関連する路線 

学校施設の建替えなどと連動した路線を整備することで，児童や歩行者の安全性向上を

図ります。 

３．通学路の安全性向上に資する路線 

小学校の校門に面している路線のうち，見通しが悪い交差点がある路線などを整備するこ

とで，児童が安全に通行できる歩行者空間の確保を図ります。 
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・機能確保のための総合的な取組の考え方 

地区内道路網として必要性が確認された路線については，道路空間の確保だけでなく，局所的改良

や交通安全の視点を含む総合的な取組を行うことが重要です。 

そこで，部分的に解決する必要がある課題を設定した「機能確保のための総合的な取組の考え方」

に基づき，取組箇所を位置付けました。 

この取組では，部分的な拡幅や交通規制の変更（速度規制，ゾーン３０※１の設定等），既存道路の有

効活用（交差点改良，物理的デバイス※２の設置等），バス待ち環境の改善により，道路の機能を確保で

きないかを検討します。 

 

 

図 機能確保のための総合的な取組の考え方 

 

＜機能確保のための総合的な取組の考え方の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として，区域（ゾーン）を定めて最高
速度３０ｋｍ/時の速度規制を実施するとともに，その他の安全対策を必要に応じて組合せ，ゾーン
内における速度規制や，ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策をい
う。 

 
※２：道路上に設置することで，物理的に自動車の速度を低減させるとともに，抜け道利用などの通過交

通を抑制し，歩行者等の安全を確保するための道路構造をいう。ハンプ（路面に設けるなだらかなこ
ぶ），狭さく（車道幅員を部分的に狭くする手法）などがある。 

 
 
 
 
 
 

１．ボトルネックとなっている区間の解消

２．歩行者・自転車の交通事故が多い箇所の安全対策

３．バス待ち環境の改善

１．ボトルネックとなっている区間の解消 

前後区間が整備済となっている区間について，拡幅整備することで，アクセス性の向上や交通

事故の減少等を図ります。 

２．歩行者・自転車の交通事故が多い箇所 

交通事故が多く発生している箇所は，短期・中期的に実施可能な方策を検討し，安全性の

向上を図ります。 

３．バス待ち環境の改善 

バスの運行本数が多い路線等のうち，歩道等のバス待ち環境が整備されていない路線に

ついて，短期・中期的に実現可能な方策を検討し，安全性の向上を図ります。 
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広域道路（都市計画道路）及び地区内道路の整備に当たっては，みちの井戸端会議等で，市民

の皆さんに事業概要等を説明しながら事業を推進します。 

※広域道路（都市計画道路）の事業化に当たっては，都市計画変更を行うことがあります。 

 

図 道路整備の一般的な進め方 

 

図 都市計画変更に関わる手続の流れ 

都市計画変更の
素案の作成

※都市計画変更に関わる手続の流れ

都市計画変更の
素案の説明

都市計画変
更案の作成

都市計画
審議会

都市計画案
の公告・
縦覧

都市計画
決定・告示

column 道路整備の一般的な進め方 
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（５）地区内道路整備プログラム 
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優先整備路線（３路線） 

機能確保の取組（ボトルネックの解消）（３箇所） 

No 路線 区間 
延 長
(m) 

1 
市道Ｓ６６号線 

（調布駅周辺地区・区画道路２号） 

調布７・５・１（市役所前通り）～ 

市道Ｓ６７号線 
70 

2 
市道Ｓ２８９号線 

（京王多摩川駅周辺地区・区画道路１号） 

市道Ｓ２７４号線～ 

調布３・４・４（桜堤通り） 
120 

3 市道２３４号線ほか 1路線 
調布３・４・１７（松原通り）～ 

市道Ｅ２３０ 
370 

 合計  560 

 

No 路線 

4 計画路線 

5 市道Ｃ２０号線（三中通り） 

6 市道Ｅ３１０号線 

 

機能確保の取組（歩行者・自転車事故が多い箇所）（２箇所） 

機能確保の取組（バス待ち環境の改善）（３箇所） 

No 路線 

7 市道Ｅ３号線 

8 市道Ｅ３２５号線（仙川駅周辺地区・区画道路４号） 

 

No 路線 

9 市道Ｃ６号線（神代植物公園通り） 

10 市道Ｃ１４号線ほか１路線 

11 市道Ｃ３０号線 

 
※ここで示す延長は目安であり，事業化時の測量の実施により変わる場合が

あります。  

※各路線に示した番号は，整備の優先順位を示すものではありません。 

※現在事業中の路線については，引き続き事業を継続します。 
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7. 目指すべき道路網の実現に向けて 

（１）道路網計画で位置付けた各路線の検討の進め方 

・広域道路網 

優先的に整備すべき路線（優先整備路線，準優先整備路線） 

道路に求められる様々な機能が効率的，効果的に発現できるよう，地域の特性に配慮しながら事業

化に向けた検討を行うとともに，調布市基本計画に位置付けた年度別計画を基に，現在事業中である

路線の進捗状況や財政状況，まちづくりの機運の高まりなどを勘案しながら順次事業を進めていきま

す。 

なお，事業化に当たっては，地域の皆さんに適切な情報提供を行うとともに，特定財源の活用によ

り必要な財源を確保し，早期の道路網構築を目指します。 

 

計画検討路線 

「計画検討路線」については，今後，地域の状況を踏まえつつ，計画検討，都市計画手続等，事業化検

討の３段階に分けて検討を進めていきます。 

具体的には，各路線の課題を踏まえ市民参加の手法を検討し，市から検討の各段階に応じて適切な

情報提供を行うとともに，地域の皆さんの意見把握に努めながら検討を進めていきます。 

 

廃止候補路線 

「廃止候補路線」については，都市計画道路を廃止した際の地域のまちづくりへの影響などを検討し

たうえで，計画廃止など必要な都市計画の変更を行っていきます。なお，今回，廃止候補路線として位

置付ける路線はありません。 

 

・地区内道路網 

地区内道路は，都市計画として定めた道路ではなく，各地区の特性や道路の位置付けに合わせなが

ら整備を進めるため，より一層市民の皆さんのご理解とご協力を必要とします。 

 

優先整備路線 

「優先整備路線」については，周辺環境や地域の特性に配慮しつつ，順次事業化に向けた検討を進め

ます。また，事業化に当たっては，必要な財源確保を図り，着実な整備推進を目指します。 

 

機能確保の取組 

「機能確保の取組」については，周辺環境や地域の特性に配慮しつつ，早期の課題解決に向けて検討

を進めます。 

 

それ以外の路線 

それ以外の路線については，沿道建物の建替えや開発事業などの機をとらえ，道路空間の確保に努

めていきます。  
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（２）定期更新の仕組み 

道路網計画は，社会状況の変化等に対応するため，計画期間内においても必要な見直しを行ってい

きます。なお，「東京における都市計画道路の整備方針」の改定時には，整合を図ります。 

また，更新を行う際には，個別路線（計画検討路線，廃止候補路線等）の検討結果を反映します。 

 

図 定期更新の仕組み 

 

（３）道路網計画の進捗状況の周知 

道路網計画の進捗状況を市民の皆さんへ周知するため，「調布市道路網計画の進捗状況」を定期的

に市ホームページで公表します。 

 

（４）道路整備の推進 

１）都市計画道路用地の先行取得 

市には，「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき，調布市土地開発公社により用地を先行取得

できる制度があります。 

先行取得した用地については，工事までの間，歩行者空間として一部開放する等の取組を行ってい

きます。 

 

事例①：調布３・４・１１号線（柴崎駅～甲州街道）では，先行取得した用地の一部を開放し，カラー舗

装することで歩行者空間を創出しました。 

事例②：調布３・４・３１号線（西調布駅～品川通り）では，先行取得した用地の一部を開放し，西調布

駅南口周辺に必要な機能を検討する実証実験を行いました。 

  

 
調布３・４・１１号線 
（柴崎駅～甲州街道） 

調布３・４・３１号線 
（西調布駅～品川通り） 
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２）事業中路線の用地の利用 

市は，事業着手後，一定の用地が取得できた段階で工事を実施しています。一方で，事業着手から

工事までは時間を要することから，早期に事業効果が発現できるよう，取得した用地を歩行者空間と

して一部開放するなどの取組を行っていきます。 

 

事例：調布３・４・２８号線（品川通り～甲州街道）では，取得した用地の一部を開放することで歩行者

空間を創出しました。 

 

  

調布３・４・２８号線（品川通り～甲州街道） 

 

３）道路の完成イメージの共有 

市は，ＶＲ（バーチャルリアリティ）やイラスト等で道路の完成イメージを市民の皆さんに共有し，道路整

備に対してご理解・ご協力を得られるよう努めていきます。 

 

事例①：調布駅前広場の整備では，完成後の将来イメージをＶＲで作成し，Youtube 等で公開しました。 

事例②：鉄道敷地の整備では，整備イメージのイラストを市ＨＰやみちの井戸端会議で公開しました。 

 

調布駅前広場の完成イメージのＶＲ           鉄道敷地（区間Ｃ）の整備イメージ 
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市は，令和４年３月に策定した無電柱化推進計画に基づき，無電柱化を推進しています。 

また，地域の防災性の向上，安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出を図る

ため，都市計画道路の整備に併せて，電線共同溝等の整備により電線類を地中化する無電柱化

を実施しています。 

  
図 本計画の期間中に優先的に無電柱化を 

推進する市道 

出典：調布市無電柱化推進計画（令和４年３月） 

 

 

 

 

令和８年３月に東京都及び関係市区町で策定した「東京における都市計画道路の整備方針」で

は，ウォーカブルな都市東京の実現に向け，まちづくりや地域のニーズに応じて道路空間を再編

する取組を「東京ストリート＋（プラス）」として新たに位置付けています。こうした道路空間の再

編を都内に幅広く展開するため，先導的なモデルケースとなるような路線を「リーディング路線」

として選定しています。 

市においては，リーディング路線として位置付けた路線はありません。一方で，多様化する市民

ニーズや地域のまちづくりの状況等に応じて，今後，市においても道路空間の再編が必要となる

場合もあります。 

 

 

図 道路空間再編のイメージ（葺合南５４号線） 

出典：神戸市ＨＰ  

column 道路空間の再編 

column 無電柱化の推進 

図 電線共同溝（イメージ） 
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市ＨＰにて，「調布市道路網計画の進捗状況」として，事業中路線や事業化準備中路線の状況，

計画検討路線の検討状況等を周知します。また，整備が完了した道路については，整備後の状況

や整備効果等を周知します。 

 

図 事業中路線の状況の掲載例 

 

図 整備が完了した道路の状況や整備効果の掲載例 

 

また，子ども向けの市ＨＰの作成など，市の未来を担う子どもたちに，市の道路について知っ

てもらえるような取組を考えていきます。 

 

図 他都市の取組例 

出典：船橋市ＨＰ  

  

column 道路網計画の進捗状況の周知 
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道路網計画改定に当たっては，検討の各段階で，職員が対面形式で直接市民の皆さんの意見を聴く

「みちの井戸端会議」や「道路に関する市民アンケート調査」などの市民参加の取組を実践し，市民の皆

さんとコミュニケーションを図りながら，検討を進めました。 

また，「調布市道路網計画有識者委員会」を設置し，技術的視点から助言などをいただきながら検討

を進めました。 

 

 

 

道路網計画の参考資料は，技術検討レポートと市民参加レポートがあります。 

・参考資料（別冊）：現状分析や道路網構築の視点等，計画検討の過程を示す「技術検討レポート」 

・参考資料（別冊）：市民参加の取組結果をまとめた「市民参加レポート」 
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